
一般仕団法人民III学貨保行協会

代1<理市遠杯奈央子防

監究報告む

令fn 6 年 5 月.23n

知直法人民間学貨保n協会

監市 J予谷良〖：

私は、令和 6 年 1 月 I n から令fl)6 年 3 Jl 3l flまでの事菜年度における会計及び業務

の監在をhい、次のとおり悧告します。

1 年の方法の概要

(1) 会計監在について、板府並びに関係打煩の閲覧など必嬰と思われる監在手絞さを用

いて計江困類の正確性を検fiしました。

(2) 業務監充について、理事会及びその他の会紐に出席し、理爪等から業務の報告を聴

取し、関係患頂の閲覧など必嬰と思われる監査手続きを用いて菜務執行の妥当性を検

肘しました。

2 監在意見

(I) 貸併対照｀及、正味川沌増該Jf-'P".!}及び附屈明細l!fは、会計級雨の記載金額と一致し、

法人の財沌及び損益の状況を正しく示していると認めます．

(2) 1Jl哭報告及び附屈明細内の内容は真実であると認めます．

(3) 理ポの屈務執行にl関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する瓜大な事実は

ないと認め主す。

以上
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